
南知多町太陽光発電設備の設置等に関する条例施行規則の一部改正新旧対照表 

新 旧 

南知多町太陽光発電設備及び系統用蓄電池の設置等に関する条例施行規則 南知多町太陽光発電設備の設置等に関する条例施行規則 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この規則は、南知多町太陽光発電設備及び系統用蓄電池の設置に関する条

例（令和４年南知多町条例第20号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な

事項を定めるものとする。 

第１条 この規則は、南知多町太陽光発電設備の設置に関する条例（令和４年南知

多町条例第57号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるもの

とする。 

（事前届出） （事前届出） 

第５条 事業者は、条例第９条第１項の規定により事前届出を行うときは、太陽光

発電設備及び系統用蓄電池設置事業事前届出書（様式第３号－１）（以下「事前

届出書」という。）を町長に提出しなければならない。 

第５条 事業者は、条例第９条第１項の規定により事前届出を行うときは、太陽光

発電設備設置事業事前届出書（様式第３号－１）（以下「事前届出書」とい

う。）を町長に提出しなければならない。 

２ 町長は、前項の事前届出書を受理した後、事業者に対し太陽光発電設備及び系

統用蓄電池設置事業事前届出書に対する意見通知書（様式第３号－２）により指

導及び助言を行うことができる。 

２ 町長は、前項の事前届出書を受理した後、事業者に対し太陽光発電設備設置事

業事前届出書に対する意見通知書（様式第３号－２）により指導及び助言を行う

ことができる。 

３ 事業者は、第１項の事前届出書の記載事項を変更するときは、その内容を太陽

光発電設備及び系統用蓄電池設置事業事前届出変更書（様式第３号－３）により

町長に報告しなければならない。 

３ 事業者は、第１項の事前届出書の記載事項を変更するときは、その内容を太陽

光発電設備設置事業事前届出変更書（様式第３号－３）により町長に報告しなけ

ればならない。 

４ 町長は、第１項の事前届出書を受理した後、条例第９条第２項の規定により地

域住民等に対し太陽光発電設備及び系統用蓄電池設置事業事前届出書に対する通

知書（様式第３号－４）により通知するものとする。 

４ 町長は、第１項の事前届出書を受理した後、条例第９条第２項の規定により地

域住民等に対し太陽光発電設備設置事業事前届出書に対する通知書（様式第３号

－４）により通知するものとする。 

（事業の調整） （事業の調整） 

第７条 条例第12条第１項及び２項の規定による事業の調整は、協議申出書（様式

第10号）に、次に掲げる書類のうち、当該事業に必要な書類を添付し、町長と協

議する方法により行うものとする。計画が隣町にまたがるときは、次に掲げる書

類に加えて、隣町を含む事業区域の全体計画及び隣町に提出する書類、図面等の

写しを添付するものとする。 

第７条 条例第12条第１項及び２項の規定による事業の調整は、協議申出書（様式

第10号）に、次に掲げる書類のうち、当該事業に必要な書類を添付し、町長と協

議する方法により行うものとする。計画が隣町にまたがるときは、次に掲げる書

類に加えて、隣町を含む事業区域の全体計画及び隣町に提出する書類、図面等の

写しを添付するものとする。 

(１) （略） (１) （略） 

(２) 太陽光発電設備及び系統用蓄電池の設置確認表（様式第12号） (２) 太陽光発電設備の設置確認表（様式第12号） 



新 旧 

(３)～(22) （略） (３)～(22) （略） 

２～７ （略） ２～７ （略） 

（事業計画の届出） （事業計画の届出） 

第８条 条例第13条第１項の規定による届出は、次に掲げる書類及び太陽光発電設

備及び系統用蓄電池設置事業に係る計画届出書（様式第21号）によるものとす

る。 

第８条 条例第13条第１項の規定による届出は、次に掲げる書類及び太陽光発電設

備設置事業に係る計画届出書（様式第21号）によるものとする。 

(１)・(２) （略） (１)・(２) （略） 

２ 条例第13条第４項の規定による変更の届出は、太陽光発電設備及び系統用蓄電

池設置事業に係る計画変更届出書（様式第22号）により行うものとする。 

２ 条例第13条第４項の規定による変更の届出は、太陽光発電設備設置事業に係る

計画変更届出書（様式第22号）により行うものとする。 

３ （略） ３ （略） 

（標識の設置） （標識の設置） 

第11条 条例第16条の規則で定める標識は、次の各号に規定する期間に応じ、当該

各号に定める様式とする。 

第11条 条例第16条の規則で定める標識は、次の各号に規定する期間に応じ、当該

各号に定める様式とする。 

(１) 条例第12条第５項の規定による通知があったときから工事が完了するまで

の期間（様式第25号又は様式第25号－２） 

(１) 条例第12条第５項の規定による通知があったときから工事が完了するまで

の期間（様式第25号） 

(２) （略） (２) （略） 

(３) 前号に該当しない場合における発電設備の設置に係る工事が完了してから

事業が完了するまでの期間（様式第27号又は様式第27号－２） 

(３) 前号に該当しない場合における発電設備の設置に係る工事が完了してから

事業が完了するまでの期間（様式第27号） 

２ （略） ２ （略） 

（関係書類の閲覧） （関係書類の閲覧） 

第12条 条例第17条第２項の規定による申出は、太陽光発電設備及び系統用蓄電池

の設置事業に係る閲覧申出書（様式第29号）により行うものとする。 

第12条 条例第17条第２項の規定による申出は、太陽光発電設備に係る閲覧申出書

（様式第29号）により行うものとする。 



新 旧 

様式第１号（第４条関係） 様式第１号（第４条関係） 



新 旧 

様式第３号－１（第５条関係） 様式第３号－１（第５条関係） 



新 旧 

様式第３号－２（第５条関係） 様式第３号－２（第５条関係） 



新 旧 

様式第３号－３（第５条関係） 様式第３号－３（第５条関係） 



新 旧 

様式第３号－４（第５条関係） 様式第３号－４（第５条関係） 



新 旧 

様式第４号（第６条関係） 様式第４号（第６条関係） 



新 旧 

様式第５号（第６条関係） 様式第５号（第６条関係） 



新 旧 

様式第６号（第６条関係） 様式第６号（第６条関係） 



新 旧 

様式第７号（第６条関係） 様式第７号（第６条関係） 



新 旧 

様式第８号（第６条関係） 様式第８号（第６条関係） 



新 旧 

様式第10号（第７条関係） 様式第10号（第７条関係） 



新 旧 

様式第11号（第７条関係） 様式第11号（第７条関係） 



新 旧 



新 旧 



新 旧 

様式第12号（第７条関係） 様式第12号（第７条関係） 



新 旧 



新 旧 

様式第13号（第７条関係） 様式第13号（第７条関係） 



新 旧 



新 旧 

様式第14号（第７条関係） 様式第14号（第７条関係） 



新 旧 



新 旧 

様式第15号（第７条関係） 様式第15号（第７条関係） 



新 旧 



新 旧 



新 旧 

様式第16号（第７条関係） 様式第16号（第７条関係） 



新 旧 

様式第17号（第７条関係） 様式第17号（第７条関係） 



新 旧 

様式第18号（第７条関係） 様式第18号（第７条関係） 



新 旧 

様式第19号（第７条関係） 様式第19号（第７条関係） 



新 旧 

様式第20号（第７条関係） 様式第20号（第７条関係） 



新 旧 

様式第21号（第８条関係） 様式第21号（第８条関係） 



新 旧 

様式第22号（第８条関係） 様式第22号（第８条関係） 



新 旧 

様式第23号（第９条関係） 様式第23号（第９条関係） 



新 旧 

様式第24号（第10条関係） 様式第24号（第10条関係） 



新 旧 

様式第25号－２（第11条関係） ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿



新 旧 

様式第27号（第11条関係） 様式第27号（第11条関係） 



新 旧 

様式第27号－２（第11条関係） ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿



新 旧 

様式第28号（第11条関係） 様式第28号（第11条関係） 



新 旧 

様式第29号（第12条関係） 様式第29号（第12条関係） 



新 旧 

様式第30号（第13条関係） 様式第30号（第13条関係） 



新 旧 

様式第31号（第13条関係） 様式第31号（第13条関係） 



新 旧 

様式第32号（第13条関係） 様式第32号（第13条関係） 



新 旧 

様式第33号（第14条関係） 様式第33号（第14条関係） 



新 旧 

様式第34号（第14条関係） 様式第34号（第14条関係） 



新 旧 

様式第35号（第14条関係） 様式第35号（第14条関係） 



新 旧 

様式第36号（第15条関係） 様式第36号（第15条関係） 



新 旧 

様式第37号（第15条関係） 様式第37号（第15条関係） 


